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三芳町スポーツ協会普及啓発事業助成金ガイドライン

１　助成の目的
本助成は、三芳町スポーツ協会に加盟する団体が町民に広く開かれたスポーツ普及・啓発事業を実施することを支援し、地域のスポーツ振興および健康づくりに寄与することを目的とする。

２　助成対象者
三芳町スポーツ協会に加盟している団体

３　助成対象事業
以下のすべての要件を満たす事業を対象とする。
・町民に広く開かれたスポーツ普及、啓発活動（体験会、講習会、イベントなど）
　※他団体と合同で実施する事業、他団体が主催するイベント等に参加する形式の事業も含む。
・営利目的でないこと
・政治活動、宗教活動を含まないこと

４　助成対象経費
助成対象となる経費の例
・会場使用料
・講師謝金、交通費
・備品、消耗品（事業に必要なもの）
・印刷物、広報費
・保険料（イベント保険等）

５　助成金額
・助成上限額：20,000円
・助成回数：1加盟団体につき年度内1回まで

６　申請方法
加盟団体は、以下の書類を事務局へ提出する。
・助成金交付申請書
・事業計画書（目的・内容・対象者・日程・場所）
・収支予算書
会長、副会長が内容を確認し、審査のうえ、承認された場合に交付決定通知を行う。

７　審査基準
・公益性（町民に開かれているか）
・実現可能性（計画の妥当性）
・経費の妥当性
・普及啓発への効果

８　交付決定後の義務
・交付決定内容に従い事業を実施すること
・事業内容や予算に変更が生じる場合は、事前に事務局へ申し出ること

９　実績報告
事業終了後、以下の書類を提出する。
・実績報告書
・収支決算書
・領収書等の証憑書類の写し
・写真・チラシ等の事業実施が確認できる資料
不備がある場合は再提出を求める。

10　助成金の返還
以下の場合は、助成金の全部または一部を返還していただく。
・事業を実施しなかった場合
・虚偽申請や不正受給が判明した場合
・その他、不適切と判断した場合

11　不正受給防止
・必要に応じて事業の確認・調査を行う
・不正が認められた場合は返還、今後の申請禁止などの措置を講じる

12　問い合わせ窓口
三芳町スポーツ協会事務局（三芳町文化・スポーツ推進課）
受付時間：平日 9:00〜17:00
連絡方法：電話（049-258-0019）またはメール(miyoshi.sportsas@gmail.com)
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